
「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針（案）」に対する御意見の概要及び御意見に対する考え方 

原案該当箇所 御意見の概要 御意見に対する考え方 

全体 景品表示法は、一般消費者に対する過大な景品提供や誇大な広

告表示を対象にしているものなので、もっと消費者の立場に立っ

た分かりやすい表現で本指針を提供していただきたい。（団体） 

本指針の対象は事業者ですが、不明確な点は寄せられた御意見

等に基づき可能な限り明確化しました。 

全体 事業者が一般消費者に情報提供するための守るべきルールを明

確にし、誤解を生むことのないよう、業種、業態、事業規模等に

応じたきめ細かく分かりやすい方針（解説、具体事例等）を作成

する必要があり、事業者を含む関係者のヒアリングを行う等十分

な調査・検討を踏まえて作成する必要がある。（団体） 

本指針は告示として景品表示法の対象となる全ての事業者の参

考となるように作成する必要があることから、業種業態ごとに本

指針を書き分けることは適切でないと考えます。また、本指針策

定に当たっては事業者からもヒアリング等を行っています。 

全体 景品表示法遵守のための内部統制システムについても、その整

備及び運用に際して費用と便益との比較衡量が当然に不可欠と考

えられ、本指針においてもその旨を明記すべきである。（団体） 

第２の２において、事業者の規模や業態、取り扱う商品又は役

務の内容等に応じて、必要な措置を講じるということを明確にし

ています。 

全体 本指針の記載内容を理解した。（事業者） 御意見として承ります。 

全体 事業者における景品表示法違反行為は、事業者自身が景品表示

法の認識不足に起因することも大きい。それに対処するために

も、本指針は、事業者にとって明らかな道筋が立てられ、予見可

能性を持って取り組めるものであるとして、本指針が有効に機能

することにより、不当表示防止に当たり大きな効果をもたらすも

のと推定する。事業者には措置を講じることの早期の実現を求

め、今後の不当表示をなくすべく、本指針に則り、適切に対処さ

れることを期待する。（団体） 

御意見として承ります。 

全体 本指針は一律に具体的な措置を事業者に義務付けようとするも

のである。（団体） 

第２の２において、事業者の規模や業態、取り扱う商品又は役

務の内容等に応じて、必要な措置を講じるということを明らかに
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原案該当箇所 御意見の概要 御意見に対する考え方 

しており、一律に同様の措置を事業者に義務付けるものではあり

ません。 

全体 本指針では、景品類の提供及び表示を「表示等」とまとめてい

るため、例えば、別添の３で提供する景品の生産・製造・加工に

ついて確認することを求めているかのように読める。本指針につ

いて景品類の提供と表示の体系を分けて、景品類の提供に関する

事項、表示に関する事項、両者に共通する事項を明確に記述した

方がよい。（個人） 

本指針では、表示特有の事項は「表示」、景品類の提供及び表

示に共通する事項を「表示等」と書き分けています。 

全体 本指針において「個人事業主のような小規模事業者」という表

現が使用されているが、中小企業も個人事業主と同規模のものも

あり、中小企業に対する配慮も必要である。（事業者） 

御意見を踏まえ、第４の柱書き（注１）、第４の２、第４の

４、第４の５（注３）を次のとおり修正いたしました。 

 

「個人事業主 等の小規模企業者やその他の中小企業者において

は、その規模等に応じて、」 

全体 「個人事業主のような小規模事業者」とあるが、中小企業基本

法に定める定義によるのであれば、特段「個人事業主のような」

の表現は必要ないのではないか。（団体） 

個人事業主等の小規模企業者についても、大企業と同様の措置

を求めているものでない旨を明確にするために記載したもので

す。 

全体 「講ずべき措置」をどの水準まで実施すれば、「注意義務を果

たしていること」となるのかなど明確にすべきである。（団体） 

具体的に講ずべき措置は事業者ごとに異なるものですので、あ

る一定の水準を設定することは適切でないと考えます。 

全体 業界によって表示等について管理する事項が異なるため、本指

針の策定に合わせて、業界別に商品表記等の表示に係る基本ルー

ルも検討していただいた方が管理徹底できると考える。（事業

者） 

本指針は告示として景品表示法の対象となる全ての事業者の参

考となるように作成する必要があることから、業種業態ごとに規

定を策定することは適切でないと考えます。 

 なお、業界別の表示等に係る基準等を示すものとしては公正競

争規約の制度がありますので、事業者団体に表示等に係る公正競
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原案該当箇所 御意見の概要 御意見に対する考え方 

争規約の有無をお問い合わせいただき、当該公正競争規約を実施

することも適切と考えます。 

全体 本指針が確定した後、本指針や改正景品表示法の説明会の開催

や、相談窓口の設置をしていただきたい。（事業者、団体） 

本指針の周知については、消費者庁において説明会を開催する

とともに、事業者団体等からの要請に応じて消費者庁職員を講師

として派遣してまいります。また、消費者庁は、事業者からの相

談にも応じてまいります。 

全体 中小企業においては、本指針のみでは、速やかに対応できるよ

うな状況にない場合もあるので、中小企業の実行可能性を確保す

るため、そのまま利用できる措置マニュアルを示していただきた

い。（団体） 

御意見のようなマニュアルを作成することは各事業者の実情を

無視したり、創意工夫を阻害したりするおそれがありますので、

消費者庁が作成すべきものではないと考えます。 

全体 本指針に基づき過度に硬直的な行政指導が行われ、その結果、

事業者の活動が萎縮し、もって消費者の利益が損なわれることに

ならないように、事業者の実務実態や指針の第２の基本的考え方

を十分に踏まえて適切に運用していただきたい。（団体） 

御意見として承ります。 

全体 「事業者が講ずべき表示等の管理上の措置」が不十分か否かを

消費者庁が確認する端緒を明らかにすべきである。（団体） 

個々の事案における端緒を明らかにすることはできませんが、

端緒としては一般的に事業者、一般消費者等からの情報提供や当

庁の職権探知など様々なものが挙げられます。 

全体 必要な措置を講じていたかについての立証責任は企業側にある

か、行政側にあるのか。（団体） 

事業者が正当な理由なく必要な措置を講じていないことについ

ては、消費者庁が立証責任を負うものと考えます。 

全体 景品表示法第８条において「事業者が講ずべき措置に関し

て、・・・必要があると認めるときは、・・・必要な指導及び助

言をすることができる。」とあるが、具体的にどのような事態が

生ずれば、指導や助言がなされるのか。（団体） 

景品表示法第８条の「指導及び助言」は、「前条第１項の規定

に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実

施を図るため必要があると認めるとき」にできるものであり、例

えば、同法第７条第１項に規定する必要な措置を講じていないよ

うな場合に行われることが想定されます。 
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原案該当箇所 御意見の概要 御意見に対する考え方 

全体 社内外の調整も含め、本指針に沿った対応をするためには、相

応の時間を要するので、１年以上の猶予期間を設けていただきた

い。（団体） 

景品表示法により不当表示等は現在でも禁止されていることか

ら、既に多くの事業者が本指針に則した不当表示等を防止するた

めの必要な措置を講じていると考えられますので、猶予措置は特

段必要ないものと考えます。 

全体 事業者の範囲について、個人事業主まで対象にして実効性が上

がるのか。（団体） 

個人事業主による不当表示等の事案も存在することから、個人

事業主も対象にすることにより、不当表示等の防止の実効性は向

上すると考えます。 

全体 商品開発段階で表示の妥当性を検討したり、表示等管理部門を

設置するなどして、消費者に誤認を与えることのないよう表示等

の管理上の体制を構築している。（事業者） 

御意見として承ります。 

第２の１ 当業界では海外に拠点を置く事業者も日本市場に参入している

が、本指針の対象が日本国内の事業者に限られると、海外事業者

とのコンプライアンスコスト等の差により不良な海外事業者が市

場を席巻し、善良な国内事業者が市場から排他されてしまうおそ

れがあるため、本指針の対象に海外事業者も含めるべきである。

（団体） 

海外事業者であっても、自己の供給する商品又は役務の取引に

附随して日本国内の者に景品類の提供を行う場合や、自己の提供

する商品又は役務について、日本国内の一般消費者向けに表示を

行う場合には、必要な措置を講じることが求められる事業者に該

当します。 

第２の１ 表示等を行っていない広告媒体等事業者であっても、共同して

商品役務を提供していると認められる場合には、景品表示法の適

用を受け、景品表示法第７条第１項に基づく必要な措置を講じる

ことが求められると記載されているが、例えば、昨今問題となっ

ている広告媒体事業者等に対しても、共同して商品又は役務を提

供していると認められる場合には、表示等の管理上の措置の構築

が適用されるものとして、この記載の効果に期待する。（団体） 

御意見として承ります。 
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原案該当箇所 御意見の概要 御意見に対する考え方 

第２の１ 例えば、他の事業者と共同して広告を行った場合であっても、

当該広告の内容や態様等から、自己の提供する商品又は役務と他

の事業者の提供する商品又は役務との区別が明確に識別可能であ

るような場合には、（自己の提供する商品又は役務について景品

表示法の適用を受けることは当然であるとしても）当該他の事業

者の提供する商品又は役務との関係では、景品表示法の適用を受

けず、本指針の適用範囲外となることを明確にしていただきた

い。（事業者） 

御理解のとおりです。 

第２の１ 「商品又は役務を一般消費者に供給している他の事業者と共同

して商品又は役務を一般消費者に供給していると認められる場

合」がどこまでを指すのか明確にしてもらいたい。（事業者、団

体） 

例えば、モール運営事業者と出店事業者が共同キャンペーンを

行うなど、商品等の販売を共同して行い、共同で広告を行ってい

る場合などが考えられます。 

第２の１ 一般消費者に供給する製品を構成する部品等を供給している場

合に必要な措置を講じることが不要であるといえるのか不明確な

ため、明確にすべきである。（団体） 

一般消費者に供給する製品を構成する部品等を単に供給するの

みで、景品類の提供若しくは自己の供給する商品又は役務につい

て一般消費者向けの表示を行っていない事業者については、必要

な措置を講じることが求められるものではありません。 

もっとも、当該事業者が製造業者に対して表示を行う場合にお

いて、その表示が一般消費者の目に触れ、直接的に一般消費者に

誤認を生じさせ得るときや、製品の部品として用いられているこ

とが製品の購入者に明らかであって製品の表示の作成に関与して

いているようなときには、当該事業者も一般消費者向けの表示を

行っているものとして、必要な措置を講じることが求められま

す。 
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原案該当箇所 御意見の概要 御意見に対する考え方 

第２の１  「表示等をする事業者」は法人単位で確定されるのか。例えば、

親会社（持株会社を含む。）は自ら表示等を行っていない限り対

象外であるのか。（団体） 

事業者は個人・法人単位で考え、親会社であっても自ら商品又

は役務を供給せず、表示等を行っていない場合には、必要な措置

を講じることが求められるものではありません。 

第２の２ 事業者が講ずべき措置は、規模や業態により異なることが指摘

されているが、どのように異なってよいのかが必ずしも明確では

ないので明らかにしてもらいたい。（団体） 

御意見を踏まえ、第２の２に次のとおり追加しました。 

 

「他方、小規模企業者やその他の中小企業者においては、その規

模や業態等に応じて、不当表示等を未然に防止するために十分な

措置を講じていれば、必ずしも大企業と同等の措置が求められる

訳ではない。」 

第２の２ 必要な措置は、事業者規模による監視監督システム構築の必要

性とシステム構築に向けることが出来るコスト・人員との兼ね合

いの中で決せられる、との基本的なシステム構築の必要性の考え

方が提示されるべきである。（弁護士） 

第２の２において、事業者の規模や業態、取り扱う商品又は役

務の内容等に応じて、必要な措置を講じるということを明確にし

ていますが、より明確にするため、御意見を踏まえ、第２の２を

次のとおり修正しました。 

 

「したがって、各事業者によって、必要な措置の内容は異なるこ

ととなるが、事業者の組織が大規模かつ複雑になれば、不当表示

等を未然に防止するために、例えば、表示等に関する情報の共有

において、より多くの措置が必要となる 場合がある ことに留意し

なければならない。他方、小規模企業者やその他の中小企業者に

おいては、その規模や業態等に応じて、不当表示等を未然に防止

するために十分な措置を講じていれば、必ずしも大企業と同等の

措置が求められる訳ではない。」 

第２の２ 公正取引協議会の会員となっている事業者が講ずべき措置とは

何か。（団体） 

公正取引協議会の会員であることをもって景品表示法第７条第

１項に規定する必要な措置を講じているものと直ちに認められる
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原案該当箇所 御意見の概要 御意見に対する考え方 

ものではありませんので、必要な措置を講じていない会員事業者

にあっては、本指針を参考に不当表示等を防止するための必要な

措置を講じる必要があります。 

第２の２ 業界の実状、取引の実態を踏まえて具体化、明確化した公正競

争規約を遵守している限り景品表示法に違反することがないこと

などから、本指針において、管理上の措置として公正競争規約の

遵守徹底を強調することが重要である。（団体） 

御意見を踏まえ、第２の２を次のとおり修正しました。 

 

「なお、従来から景品表示法 や同法第１１条第１項に基づく協定

又は規約（以下「公正競争規約」という。）を遵守するために必

要な措置を講じている事業者にとっては、本指針によって、新た

に、特段の措置を講じることが求められるものではない。」 

第２の２ 「従来から景品表示法を遵守するために必要な措置を講じてい

る事業者にとっては、本指針によって、新たに、特段の措置を講

じることが求められるものではない。」の中の必要な措置とは、

景品表示法第７条第１項に規定する必要な措置と同義であると解

してよいか。（事業者） 

御理解のとおりです。 

第２の２ 事業者が講ずべき表示等の管理上の措置は、形式を整備するだ

けでなく、その運用面も問題となるため、現実に有効に機能して

いる状態が確保されていなければならない旨を基本的な考え方に

おいて明記するべきである。（弁護士） 

景品表示法第７条第１項では、必要な措置を「講じなければな

らない」と規定されています。「講じる」とは「考えをめぐらせ

て行う」ことであり、必要な措置が有効に機能しなければならな

いことは明確であると考えます。 

第２の２ 事業者は、行政機関からの不当表示に係る行政処分・行政指

導、社内調査、内部通報、外部からの指摘等によって、不当表示

のリスクが判明した場合には、速やかにその是正措置、原因究明

と再発防止策が検討、実施されるべきものであるため、求められ

る必要な措置は、不断のシステムの見直しが常に要求されるとい

第４の７において、景品表示法違反又はそのおそれがある事案

が発生した場合において、当該事案に係る事実関係を迅速かつ正

確に把握すること、再発防止に向けた措置を講じることを求めて

います。このため、御意見の点を明記せずとも、事業者は、必要

に応じて、必要な措置を見直すことが期待されます。 
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原案該当箇所 御意見の概要 御意見に対する考え方 

う考え方も冒頭に基本的な考え方として明記されるべきである。

（弁護士） 

第２の２ 「なお、従来から景品表示法を遵守するために必要な措置を講

じている事業者にとっては、本指針によって、新たに、特段の措

置を講じることが求められるものではない。」は、本指針の「第

４ 事業者が講ずべき表示等の管理上の措置の内容」に掲げられ

ているものを既に講じてられていることを指すのか。また、この

記載が何を意味しているのかと混乱するおそれがあるため、この

記載そのものが不要ではないか。（個人） 

多くの事業者が本指針に記載された第４の１から７までの事項

に係る具体的な措置を既に講じている現状を踏まえ、措置を既に

講じている事業者にとっては、本指針によって、新たに、特段の

措置を講じることを求めてないことを明確にしたものです。 

第２の２ 景品表示法を遵守するための内部統制システムを既に構築して

いるところ、当該システムが本指針に準拠しない措置であって

も、必要な措置を講じていると解釈してよいのか。（団体） 

本指針は、事業者が講ずべき必要な措置に関して、適切かつ有

効な実施を図るために策定するものであるところ、本指針に記載

された措置の内容は、景品表示法を遵守するに当たって、通常、

事業者が講じている措置を明らかにしたものです。したがって、

本指針に記載された措置と同様の措置を講じていなかったことを

もって、景品表示法第７条第１項に規定する必要な措置を講じて

いないと直ちに認められるものではありません。 

第２の２ 各業法、業界の自主的な取組やルール等が本指針の趣旨に合致

し、これらの自主ルール等に基づき事業者が措置を講じていれ

ば、指針による措置を講じていると理解してよいか。（団体） 

当該自主ルール等が本指針に記載した措置内容に沿ったもので

あり、かつ、事業者が当該自主ルール等に基づき実効性のある措

置を講じているのであれば、特段、新たな措置を講じる必要はあ

りません。 

第２の２ 「大規模かつ複雑」の示す事業者の規模が明確ではないため、

大規模かつ複雑と判断する基準を示すか、基準を示すことが困難

な場合には分かりやすいモデルケースの提示を求める。（団体） 

事業者は、その規模や業態、取り扱う商品又は役務の内容等に

応じて、不当表示等を未然に防止するため、必要な措置を講じな

ければならないものであり、一義的なモデルケースを設定するこ

とは適切でないと考えます。 
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原案該当箇所 御意見の概要 御意見に対する考え方 

第２の２ 「より多くの措置が必要となる。」とは、組織の性質・内容に

応じて、不当表示等を未然に防止するために実効性のある対応が

肝要という趣旨であるとの理解でよいか。（団体） 

御理解のとおりです。 

第２の２ 事業者の組織が大規模かつ複雑になるとより多くの措置が必要

とする根拠が明らかでないため、この記載により大規模な事業者

に萎縮効果を与えたり、過度な内部統制を課すものであるため、

「事業者の組織が大規模かつ複雑になれば、不当表示等を未然に

防止するために、より多くの措置が必要となることに留意しなけ

ればならない。」を削除されたい。（団体） 

御意見を踏まえ、第２の２を次のとおり修正しました。 

 

「したがって、各事業者によって、必要な措置の内容は異なるこ

ととなるが、事業者の組織が大規模かつ複雑になれば、不当表示

等を未然に防止するために、例えば、表示等に関する情報の共有

において、より多くの措置が必要となる 場合がある ことに留意し

なければならない。」 

第２の３ 事業者は、具体的事例を参考に自己に必要と判断される措置を

講じていくことと考えるが、第２の３に記載された別添具体的事

例に関する注意点があることで、事業者は具体的事例に縛られる

ことなく、予見可能性をもって、主体的に、必要な措置を講じて

いけるものと考えられるため、第２の３の記載を支持する。（団

体） 

御意見として承ります。 

第２の３ 「本指針の中で挙げられた事例は、景品表示法第７条第１項に

定められた必要な措置を網羅するものではない。」としている

が、この意味するところを明らかにすべきである。（団体） 

当該記載は、本指針別添記載の具体的事例以外の方法でも必要

な措置を講じていると認められることがある旨を明らかにしたも

のです。 

第２の３ 本指針別添の具体的事例に列挙された個々の記載項目が実施さ

れなかったことが、直ちに景品表示法第７条第１項違反と判断さ

れることのないことを確認させていただきたい。（団体、事業

者） 

本指針別添記載の具体的事例と同じ措置を講じていなかったこ

とをもって、直ちに景品表示法第７条第１項に規定する必要な措

置を講じていないと認められるものではありません。 
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原案該当箇所 御意見の概要 御意見に対する考え方 

第３の１ 景品表示法第７条第１項の規定も景品表示法遵守のための内部

統制システムの構築の基本方針を決定することを義務付けたもの

と解釈されるべきである。（団体） 

景品表示法第７条第１項は、不当表示等を未然に防止するため

必要な措置を講じることを事業者に義務付けるものです。 

第３の１ 「確認した事項を適正に管理するために必要な措置を講じ

る。」とは、どのような措置かが不明確である。適切に確認され

たのであればそれを「管理するための措置」まで事業者に求める

必要がないのではないか。（団体） 

「管理するための措置」とは、例えば、確認した情報を表示等

に関係する組織部門において必要に応じて共有し確認できるよう

にすることなどです。表示等に関係する組織部門間において情報

共有が行われなかったことが発生原因となり、不当表示が行われ

ている事例があるため、管理するための措置が必要と考えます。 

第３の１ 景品表示法第７条第１項に規定する必要な措置には、例えば、

必要に応じて、社外弁護士等の専門家への相談、監督官庁への照

会を実施できる体制を整備することが含まれると考えるが、その

ように理解してよいか。（事業者） 

不当表示等を未然に防止するための必要な措置として適切なも

のであれば、景品表示法第７条第１項に規定する必要な措置に含

まれ、御意見の措置も必要な措置の１つに含まれると考えます。 

第３の１ 当業界は、中小企業・零細事業者がほとんどであるため、各社

で表示の適正化等に取り組むことが困難である。各社で個別に措

置を講じていなくても、事業者団体として共通の通報窓口を設置

する、相互監視する等の措置を講じていれば、表示等の管理上の

措置を講じていると解釈していただきたい。（団体） 

共通の通報窓口を設置し各事業者がそれを利用することなども

不当表示等を防止するための１つの手段とは考えられますが、必

要な措置としては表示等の根拠となる情報を確認する必要もあ

り、これは各事業者が個別に対応する必要があるものです。した

がって、共通の通報窓口の設置等だけでは必要な措置を講じてい

るとは認められません。 

第３の２ 「正当な理由」について「専ら一般消費者の利益の保護の見地

から判断されるもの」と限定されているが、関連法規の見地を追

加し、事業者が関連法規を遵守しているか否かも考慮するべきで

ある。（事業者） 

必要な措置は、不当表示等を未然に防止することを目的に講じ

るものであるため、「正当な理由」についても「専ら一般消費者

の利益の保護の見地から判断されるもの」と限定したものです。 
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原案該当箇所 御意見の概要 御意見に対する考え方 

第３の２  「正当な理由」について、「事業経営上又は取引上の観点から

みて合理性又は必要性がある」場合が該当しない理由が明確でな

い。真面目な事業者は、お客様に良い商品、サービスを適正な価

格で供給できるように意識して活動している。また、内部統制シ

ステムは、必要な措置を講じないことによる一般消費者による自

主的かつ合理的な選択を阻害するおそれの大きさと事業経営上又

は取引上の観点からみた合理性又は必要性の大きさや、便益と費

用を衡量するなどして構築するものである。したがって、「この

ため、単に通常の意味において正当な理由があると考えられる場

合、すなわち事業経営上又は取引上の観点からみて合理的又は必

要性があるに過ぎない場合などは、正当な理由があるとはいえな

い。」とする記述を、削除又は修正すべきである。（個人、団

体） 

御意見を踏まえ、第３の２を次のとおり修正しました。 

 

「２ 正当な理由 

景品表示法第８条の２第１項に規定する「正当な理由」と

は、専ら一般消費者の利益の保護の見地から判断される。単

に 一般消費者の利益の保護とは直接関係しない 事業経営上又

は取引上の観点 だけ からみて合理性又は必要性があるに過ぎ

ない場合などは、正当な理由があるとはいえない。  

正当な理由がある場合とは、例えば、事業者が表示等の管

理上の措置として表示等の根拠となる資料等を保管していた

が、災害等の不可抗力によってそれらが失われた場合などで

ある。」 

第３の２ 確認を行ったが納入業者等の第三者の帰責事由により不当表示

がされてしまった場合、「正当な理由」として考慮されるのか。

（団体） 

直接の仕入先に対する確認や、商品自体の表示の確認など、事

業者が当然把握し得る範囲の情報を表示の内容等に応じて適切に

確認や管理を行っていれば、景品表示法第７条第１項に規定する

必要な措置を講じていないと認められるものではありません。 

ただし、そのような場合であっても、景品表示法第４条第１項

各号による不当表示については、表示を行う事業者の故意・過失

を問わないとされていることから、同法第４条第１項の規定に違

反すると判断されることがあり得ます。 

第４ 例えば、「内部通報制度の整備」や「法令遵守調査室」の設置

等具体的事例にその他として記載している措置については、「事

業者内部における違法行為の早期発見のためのモニタリングシス

 「事業者内部における違法行為の早期発見のためのモニタリング

システムの構築と速やかな伝達ルートの整備等」という記載は小

規模企業者等にとって過度な負担となるおそれがあること及び
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原案該当箇所 御意見の概要 御意見に対する考え方 

テムの構築と速やかな伝達ルートの整備等」を本指針本文に新た

な事項として設けるべきである。（弁護士） 

「内部通報制度の整備」や「法令遵守調査室」については法令遵

守に関連するものであることから、あえて 「事業者内部における

違法行為の早期発見のためのモニタリングシステムの構築と速や

かな伝達ルートの整備等」を明記する必要まではないと考えま

す。 

第４ ガイドラインである本指針にもかかわらず必須であるかのよう

な規定を盛り込むこと、本来私的自治であるべき事業者の管理体

制に政府が指針を策定すること自体がやや踏み込みすぎであるこ

となどから、第４の１から７までの事項が「参考」、「例示」で

あることを明確にすべきである。（事業者、団体） 

第４の１から７までの事項が「参考」、「例示」であることを明

確にした場合、第４の１から７までの事項のいずれかを行えば足

りるとの認識を事業者に与えてしまうおそれがあります。例え

ば、３の「表示に関する情報の確認」が不要であると事業者に認

識させることすらあり得ます。このような認識を事業者に与えて

しまうと、不当表示等を未然に防止することができなくなるた

め、景品表示法第７条の趣旨を没却することになりかねません。

一方、参考として記載した本指針別添記載の具体的事例を全て実

施しなければならないとの認識を事業者に与えることも適切でな

いと考えられますので、御意見を踏まえ、第４の柱書きを次のと

おり修正しました。 

 

「表示等の管理上の措置として、事業者は、その規模（注１）や

業態、取り扱う商品又は役務の内容等 に応じ、必要かつ適切な範

囲で、次 に示す事項に沿うような 具体的な措置を講ずる必要があ

る。」 

第４ 必要な措置は、事業者の規模のみによって決まるものでないた

め、事業者の実態を把握した上で、それぞれの事業者に適した内

容を検討すべきである。（事業者、団体） 

御意見を踏まえ、第４の柱書きを次のとおり修正しました。 

 

「表示等の管理上の措置として、事業者は、その規模（注１）や

12 
 



原案該当箇所 御意見の概要 御意見に対する考え方 

業態、取り扱う商品又は役務の内容等 に応じ、必要かつ適切な範

囲で、次 に示す事項に沿うような 具体的な措置を講ずる必要があ

る。」 

第４ 事業者は、「必要かつ適切な範囲」で具体的な措置を講ずる必

要があるとされるが、その範囲が抽象的であり、事業者側だけに

判断と責任を負わせることになるため、規模に応じた具体的措置

の指針を示すべきである。（個人） 

 具体的な措置は、事業者の規模のみならず、業態、取り扱う商

品又は役務の内容等に応じて異なってくるため、本指針別添記載

の具体的な事例を参考にしつつ、事業者自らが適切なものを設定

すべきものであり、本指針において、規模に応じた措置を定める

ことは、事業者の創意工夫を奪うことになり、適切でないと考え

ます。 

 なお、講ずべき具体的な措置等について御不明な点があれば、

消費者庁の担当課に相談してください。 

第４の１ 表示等に関わる者として、正社員、派遣社員、契約社員、アル

バイト等の雇用形態・経験・知識が異なり、当該者の役割も異な

っている。このため、景品表示法の周知・啓発の対象となる「関

係従業員等」や「一般消費者に対する表示を行うことが想定され

る者」の範囲を明確にすべきである。（団体） 

 事業者ごとに表示等に関わる者が異なるところ、本指針におい

て、一律に範囲を定めることは、かえって本来周知・啓発の対象

とすべき者が周知・啓発の対象から漏れてしまうおそれがあるた

め、適切でないと考えます。 

第４の１ 関係従業員等に対し周知・啓発すべき内容は、当該者の役割に

応じて相違するものと考えられるところ、本指針は、一律の対応

を求めるものではなく、それぞれの役割に応じた周知・啓発が行

われている場合、必要な措置を講じているとの理解でよいか。

（団体） 

御理解のとおりです。この点を明確にするため、第４の１を次

のとおり修正しました。 

 

「事業者は、不当表示等の防止のため、景品表示法の考え方につ

いて、表示等に関係している役員及び従業員（注２）（以下「関

係従業員等」という。）に その職務に応じた 周知・啓発 を行う

こと。」 
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原案該当箇所 御意見の概要 御意見に対する考え方 

第４の１ 関係従業員等に景品表示法を周知・啓発することとされている

ところ、今回の改正を踏まえ、事業者側に正しい理解を促す分か

りやすい資料や表示作成部門の教育に資するパンフレット等の提

供をお願いする。（団体） 

今回の改正を踏まえた景品表示法の普及啓発についても積極的

努めてまいります。 

第４の２ 「事業者は、不当表示等の防止のため、景品表示法を含む法令

遵守の方針や法令遵守のためにとるべき手順等を明確化するこ

と」について、実態に即して「不当表示等の防止のため」は削除

されたい。（団体） 

御意見を踏まえ、第４の２に次のとおり追加しました。 

 

「なお、本事項は、必ずしも不当表示等を防止する目的に特化し

た法令遵守の方針等を、一般的な法令遵守の方針等とは別に明確

化することを求めるものではない。」 

第４の２ 「方針」の内容が不明確で分かりづらいため明確な表現にすべ

きである。（団体、弁護士） 

 法令遵守の方針等は事業者ごとに異なるため、本指針におい

て、明確化すべき法令遵守の方針等を一律に定めることにより、

新たに法令遵守の方針等を明確化する必要があるとの誤った認識

を事業者に与えるおそれがあるため、適切でないと考えます。 

第４の２ 中小・小規模事業者は、大手企業と異なり法務部等が無く、法

令遵守の方針等を独自に作成することが難しい事業者が多いた

め、モデル方針などを用意し簡便に対応できるようにしていただ

きたい。（事業者） 

御意見として承ります。 

第４の３ 「積極的に」の文言の意味が不明瞭、又は、確認の対象が限定

的に過ぎることから、具体的に記載したり、「積極的に」を削除

したりすべきである。（団体、弁護士） 

「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自

己の供給する商品等の内容等に関する事項について行う広告その

他の表示（景品表示法第２条第４項）であり、顧客を誘引するた

めの手段として行う広告等の根拠となる情報を確認することが求

められます。 
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原案該当箇所 御意見の概要 御意見に対する考え方 

第４の３ 「例えば、小売業者が商品の内容等について積極的に表示を行

う場合には、直接の仕入れ先に対する確認や、商品自体の表示の

確認など、事業者が当然把握し得る範囲の情報を表示の内容等に

応じて適切に確認することは通常求められる」について、確認の

方法及び程度、遵守すべき確認手続きの程度を明らかにされた

い。（団体） 

事業者ごとに取り扱う商品又は役務の内容、表示の内容等が異

なるため、本指針において、確認の方法や、程度、手続き等を一

律に定めることにより、かえって事業者が確認すべきことを確認

しない、必要のないことまで確認するといった事態が生じるおそ

れがあるため、適切でないと考えます。 

第４の３ 表示等の根拠となる情報が確認されたといえるかどうかは、表

示等の内容、その検証の容易性、当該事業者が払った注意の内

容・方法等によって個別具体的に判断されることとなるとある

が、その判断の際に最低限必要とされる基準について、例示だけ

でなく、具体的に列挙していただきたい。（団体） 

事業者ごとに表示等の内容、検証の容易性、注意の内容・方法

等が異なるため、本指針において、判断の基準を一律に定めるこ

とにより、かえって事業者が確認すべきことを確認しない、必要

のないことまで確認するといった事態が生じるおそれがあるた

め、適切でないと考えます。 

第４の３ 感覚的・主観的な表示、修辞的な表示は対象外とする等、現実

的に対応可能なもののみを対象表示とすべきである。（事業者） 

御意見のような表示についても、他の商品との比較や使用者の

感想等を表示の根拠とすることなどが考えられ、必ずしも対象外

とすることは適切でないと考えます。 

第４の３ 消費者は表示が真実であることを信じて誘引されるものである

ことを事業者が深く認識するためにも、本項で示す「確認」を求

める本項を支持する。 

 ただし、全ての場合について商品の鑑定・検査等を行うことま

では求めないとあるが、どの場合において商品の流通過程を遡っ

て調査を行い、商品の鑑定・検査が必要となるかの説明を求め

る。（団体） 

 例えば、小売業者が直接の仕入先から確認できた情報や商品パ

ッケージから得られる情報以外の内容を表示しようとする場合に

は、メーカーに問い合わせたり、鑑定・検査をしたりして表示の

根拠となる情報を確認する必要が生じます。 

第４の３ 表示等を行った当時に確認できた資料が、その後技術の向上に

より誤りであったことが判明した場合でも、「表示等に関する情

報を確認していた」と認めていただきたい。（団体） 

本指針では、表示等を行う際には、事業者が当然把握し得る範

囲の情報を確認することを求めています。このため、表示等を行

う時点での技術により確認した情報に基づき表示等を行えば、必
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原案該当箇所 御意見の概要 御意見に対する考え方 

要な措置を講じていると認められます。ただし、その後技術の向

上により根拠資料が誤っていることが判明した場合には、新たな

根拠資料に基づき表示等を行う必要があります。 

第４の３ 本指針では、小売業においては、「直接の仕入れ先に対する確

認」及び「商品自体の表示の確認」、かつ「商品を提供する段階

における情報の確認のみで足りる」とするが、過去の景品表示法

の運用では、原産国について、納品伝票や商品明細を信じて表示

をした小売業者も、不当表示の責任を問う事例が存在したことと

の関係をどのように説明するのか。（団体） 

本指針は、景品表示法第７条第１項に規定する必要な措置に関

して、有効かつ適切な実施を図るために定めるものであり、一

方、商品の原産国に関する不当表示は、同法第４条第１項第３号

による指定告示により一般消費者に誤認されるおそれのある表示

として指定されているものであるため、適用される条文が異なり

ます。このため、納品伝票や商品明細を適切に確認したにもかか

わらず、結果的に不当な表示を行った場合には、同法第７条第１

項に規定する必要な措置を講じているものと認められるとして

も、同法第４条第１項第３号による指定告示により指定される不

当表示については、表示を行う事業者の故意・過失を問わないと

されていることから、同法第４条第１項の規定に違反すると判断

されることがあり得ます。 

第４の３ 「複数の段階における情報の確認を組み合わせて実施すること

が必要となる場合がある」とするが、このような措置を講じるこ

とが必要となる業種、業態を飲食業以外にも明らかにするべきで

ある。（団体） 

複数の段階における情報の確認を組み合わせて実施することが

必要となる場合は事業者自らが規模や業態等によって判断可能と

考えます。 

第４の３ 企画・設計・調達・製造と各段階で様々な確認を行うことにな

れば、工業製品の場合、海外で企画・設計しているものが多く、

海外現地法人や海外の部品調達先を巻き込んで、このような確認

をするのは容易でない場合がある。（団体） 

不当表示等の防止のためには表示等に関係する各段階において

情報共有が必要であり、表示等に関係する限り海外現地法人であ

っても確認が必要と考えます。 
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第４の３ 根拠となる情報を確認すべき対象となる表示の内容について、

明確に例示していただきたい。（団体） 

自己の供給する商品又は役務の品質、規格その他の内容、価格

その他の取引条件、その他の長所や要点等です。 

第４の３ 「表示等に関する情報の確認」についても、個人事業主のよう

な小規模事業者への配慮が必要であることから、例えば、「事業

者の業態等に応じて、」に「規模」という言葉を加え、「事業者

等の業態や規模に応じて、」としていただきたい。（団体） 

御指摘の部分は業態による相違を主に説明する部分ですので、

事業者の規模に応じて記載することは適切でないと考えます。 

第４の４ これまで不当表示等の事案は、情報の共有が希薄であることや

複数の者による確認が行われていないことで発生する場合が散見

されたため、事業者に対し、その規模に応じて各組織部門が情報

を共有化する仕組みの構築を求めている本指針を支持する。（団

体） 

御意見として承ります。 

第４の４ 共有すべき情報は、当該者の役割に応じて相違するものと考え

られるところ、本指針は、一律の対応を求めるものではなく、そ

れぞれの役割に応じた情報の共有が行われている場合、事業者と

しての必要な措置を講じているとの理解でよいか。（団体） 

御理解のとおりです。この点を明確にするため、第４の４を次の

とおり修正しました。 

 

「事業者は、その規模等に応じ、前記３のとおり 確認した情報を、

当該表示等に関係する各組織部門が不当表示等を防止する上で必

要に応じて共有し確認できるように すること。」 

第４の５ 中小企業にとっては個別に表示等管理担当者を置くためには、

新たに人材を雇用する必要が生じ、物理的・予算的に困難で、現

実的ではない。（事業者） 

表示等管理担当者は、専任の担当者又は担当部門である必要は

ないことから、必ずしも新たに人材を雇用する必要が生じるもの

ではないと考えます。そのことを明らかにするために第４の５に

次のとおり追加しました。 

 

「（注４）表示等管理担当者は、必ずしも専任の担当者又は担当

部門である必要はなく、例えば、一般的な法令遵守等の担当者又
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原案該当箇所 御意見の概要 御意見に対する考え方 

は担当部門がその業務の一環として表示等の管理を行うことが可

能な場合には、それらの担当者又は担当部門を表示等管理担当者

に指定することで足りる。」 

第４の５ 表示等管理担当者の果たすべき役割が不明確である。（団体） 表示等管理担当者の果たすべき役割は、表示等に関する事項を

適正に管理することであり、その具体的な職務は、表示の根拠と

なる情報を自ら確認する、表示作成者が表示を適切に作成してい

るか監督するなど事業者ごとに異なるものと考えます。また、表

示媒体を基準に担当者を定めるか、商品を基準に担当者を定める

かなどは規模や業態等に応じて事業者ごとに異なるものと考えま

す。 

第４の５ 例えば、グループ会社内で商品の製造と販売を別会社で行って

いるような場合、商品に関する表示は製造会社において決定して

おり、販売会社はそれに従うような場合があるが、この場合は、

販売会社に表示等管理担当者を置く必要はないか。（団体） 

当該販売会社が、一般消費者に対するセールストークを含む一

般消費者向けの表示を行っているならば、表示等管理担当者を定

める必要があります。 

第４の５ 表示等管理担当者についても、基本的な考え方によれば、規模

や業態により異なることになるが、表示等管理担当者の設置の仕

方がどうあるべきかについては、表示や景品類の企画を企業内の

どの組織のどの部署で決定しているのかによって、表示等管理担

当者の設置組織や人数が異なるという理解でよいか。（団体） 

御理解のとおりです。 

第４の５ 表示等管理担当者を定める条件に、営業部門、表示広告等作成

部門等と重複しないことなどの条件が追加されるべきである。

（弁護士） 

事業者ごとに、その業態、組織等が異なるため、本指針におい

て、営業部門等の兼任を禁止する条件を付すことは、かえって事

業者が表示等を適正に管理するに当たって最も適切な者を表示等

管理担当者に定めることを阻害してしまうおそれがあるため、適

切でないと考えます。 
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第４の５ 全ての事業者が（１）から（４）までの条件を満たす「表示等

管理担当者」を設置するのは困難と考えられるため、条件を緩和

できないか。（団体） 

本指針では、表示等管理担当者の実効性を担保するための条件

として最低限のものを定めています。いずれの条件が欠ける場合

においても表示等管理担当者が表示等に関する事項を適正に管理

することができないおそれがあります。 

第４の５（１）、

（２） 

（１）の「監視・監督権限」、（２）の「複数存在する場合の

権限・所掌」については、具体的な表示の場面や方法が多様であ

る中で画一的・硬直的な権限や所掌を定めることは組織のあり方

や機能の実態を反映しておらず、かえって表示等の適正な管理に

支障をきたすおそれがあるので、事業者の自治を尊重すべきであ

る。（団体） 

監視・監督権限等は、事業者が表示等管理担当者に付与するも

のですので、事業者ごとに、各事業者の組織の在り方や機能の実

態に即して、表示等管理担当者が表示等を適正に管理するために

必要な権限等を付与するのであれば、直ちに問題となるものでは

ありません。 

第４の５（１）、

（２） 

「表示等管理担当者が自社の表示等に関して監視・監督権限を

有していること。」に関して、表示等管理担当者が不当表示と判

断した際に、これを是正する権限まで有していることが実効性確

保のために必要と考えるが、「監視・監督権限」は是正権限まで

含む概念か。（団体） 

御理解のとおりです。 

第４の５（３） 「表示等管理担当者となる者が景品表示法の研修会に参加する

など、景品表示法に関する一定の知識の習得に努めているこ

と。」について、「景品表示法の研修会」はどのようなものを指

すのか、明らかにされたい。（団体） 

景品表示法の研修会とは、事業者団体、都道府県等が主催する

景品表示法の研修会を想定しています。ただし、景品表示法に関

する一定の知識の習得に努める方法としては、景品表示法の研修

会への参加に限られるものではなく、自主的な勉強会に参加す

る、景品表示法に関する書籍や消費者庁のウェブサイトに掲載さ

れている景品表示法に関する各種情報により自主的に知識の習得

に努めるといった方法もあると考えます。このことを明確にする

ため、第４の５（３）を次のとおり修正しました。 
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「（３）表示等管理担当者となる者が、例えば、景品表示法の研

修 を受ける など、景品表示法に関する一定の知識の習得に努めて

いること。」 

第４の５（４） 「表示等管理担当者を社内において周知する方法が確立してい

ること。」の社内における周知範囲を明らかにされたい。（団

体） 

表示等管理担当者の周知は、最低限、当該表示等に関係する役

員及び従業員に対して行う必要があると考えます。例えば、支社

ごとに表示が行われ、表示等管理担当者が定められている場合、

ある支社の表示等管理担当者が誰であるかを、別の支社の従業員

に対して周知しなくとも、直ちに問題となるものではありませ

ん。 

第４の６ 原材料に関する資料、成分根拠など膨大な情報を確認し、その

情報を共有するばかりでなく、その資料（書面等）を保管するこ

とをあらゆる商品で行うとすると、膨大な情報量になり保管場所

など大きな負担となるのではないか。（団体） 

表示等の根拠となる情報を事後的に確認するための措置として

資料を保管する場合、保管する資料等はあくまで表示等を行うに

当たって根拠として確認したものに限られます。また、資料の保

管方法は、紙媒体による方法に限られるものでなく、電子媒体に

よる方法であっても、直ちに問題となるものではありません。 

第４の６ 景品表示法第４条第２項の規定に基づく合理的根拠資料の提出

期限が１５日以内とされているため、 「表示等の根拠となる情報

を事後的に確認するために必要な措置を採ること」を「事後的に

確認・証明」としてはどうか。（弁護士） 

「表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措

置を採ること」は、必ずしも景品表示法第４条第２項に定める合

理的根拠資料の提出に備えることのみを目的としているものでは

なく、例えば、一般消費者からの問合せへの対応等に備えること

も、その目的としています。このため、「事後的に確認・証明」

との記載は、本措置を講じることを事業者に求める目的と異なる

ものと考えられ、また、本措置の目的を超える過度な負担を強い

るものと事業者に認識されるおそれがあると考えられますので適

切でないと考えます。 
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第４の６ 「一般消費者に供給され得ると合理的に考えられる期間」とし

ているが、販売後の流通期間や消費者が購入後、利用する期間も

考慮されるべきであるので、「一般消費者に供給・流通・利用さ

れ得る」としてはどうか。（弁護士） 

一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれの

ある表示等を禁止することにより、一般消費者の利益を保護する

との景品表示法の目的に照らせば、表示等に関する情報を事後的

に確認できるようにする期間は、一般消費者に供給され得ると合

理的に考えられる期間に限ることが適切であると考えます。表示

等に関する情報の保存期間に「利用され得る期間」をも含むとす

ると、例えば、商品の利用され得る期間が数十年と長期に渡るよ

うな場合、事後的に確認できる期間が当該期間となり、事業者に

過度な負担を強いることととなるおそれがあるため、適切でない

と考えます。 

第４の６ 当社が製造販売する物品の中には、５０年、１００年と利用で

きるものがある。このため、「一般消費者に供給され得ると合理

的に考えられる期間」は、当該商品が存在し得る期間（１００

年）ともいえる。 

 しかし、資料の保存期間を１００年とすることは物理上困難で

ある。したがって、本指針に記載される措置を講ずることが義務

なのであれば、中小企業でも対応可能な措置内容に修正すべきで

ある。（事業者） 

本指針別添の具体的事例において、合理的と考えられる資料の

保存期間を例示しています。例えば、商品の流通期間等に応じた

期間を資料の保存期間として設定するのであれば、直ちに問題と

なるものではありません。 

第４の６  当業界が扱う商品・サービスは半永久的に受け継がれたりする

非常に寿命が長い商品である。このため、「一般消費者に供給さ

れ得ると合理的に考えられる期間」は永久ともいえる。 

 しかし、資料の保存期間を永久とすることは物理上困難である

ため、当業界の自主ルールとしては、これまでの商取引事情、消

費者からの問合せ実績等を踏まえ資料の保存期間を「３年間」と

本指針では、資料の保存期間の例として、商品の流通期間等に

応じた期間を示しています。資料の保管期間の「３年間」が流通

期間等に応じて定められた期間であるならば、直ちに問題となる

ものではありません。 
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している。資料を３年間保存することによって、「表示等の根拠

となる情報を事後的に確認するために必要な措置」を講じている

ものと認めていただきたい。（団体） 

第４の７ 景品表示法違反の「おそれ」がある段階で一般消費者に周知さ

せることは事業者に過度な負担となることから、「景品表示法違

反又はそのおそれがある事案が発生した場合」の「そのおそれが

ある事案」について、削除するか、「合理的な疑い」等に修正さ

れたい。（事業者、団体） 

景品表示法違反のおそれがある事案が発生した場合において

は、まず、（１）の「当該事案に係る事実関係を迅速かつ正確に

確認すること。」が必要です。この結果、景品表示法違反の事実

がないと確認できれば、当然ながら一般消費者の誤認排除を行う

必要はありません。したがって、「おそれがある事案」が発生し

た場合であっても本措置を講じる必要があり、また、景品表示法

違反の事実がないと確認できた場合には一般消費者に周知する措

置を講じる必要はありませんから、事業者に過度な負担を強いる

ものでないと考えます。 

第４の７ 過大な景品が提供された場合、一般消費者が不当に誘引される

ことはあっても取引条件や商品等の品質等について誤認すること

がないため、一般消費者に対する誤認排除は不要と考えられる

が、景品表示法第３条違反においても一般消費者への誤認排除が

必要なのか明らかにされたい。（団体） 

不当な景品類の提供は、不当に顧客を誘引し、一般消費者の自

主的かつ合理的な選択を阻害するものであることから、過大な景

品類を提供した旨を周知することが必要です。 

第４の７ 「不当な表示等が明らかになった場合における迅速な対応」に

ついて、業界団体を通じ関係官庁と連携し迅速な対応がとれるよ

うするため、未加入企業に対し業界団体への加入を義務付ける必

要がある。（団体） 

本指針に事業者団体への参加を義務付けることを定めることは

適切でないと考えます。 

第４の７ 不当表示等が発生した場合、消費者庁の調査等を待つことな

く、事業者は、自発的に当該行為を取りやめ、積極的に一般消費

者の誤認を排除することが重要なため、これを円滑に行われるよ

御意見として承ります。 
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うに、消費者庁への相談の仕組み、自発的な誤認排除措置が十分

な場合には措置命令を免除・軽減するなどのシステムの構築を消

費者庁として表明することが望ましい。（団体） 

第４の７（２） （２）に不当表示等による一般消費者の誤認排除と（３）に再

発防止に向けた措置が記載されているが、ここに被害者救済が記

載されていない理由は何か。（団体） 

従前の措置命令の内容にならったものです。事業者の自主的な

被害者救済の取組を否定するものではありません。 

第４の７（３） 「（３）再発防止に向けた措置を講じること。」の内容が、イ

メージしやすいように、「（３）再発防止に向けた措置（原因究

明とこれに基づくシステム改善、責任者の社内処分、内部におけ

る再度の周知徹底等）を講じること。」などとしてはどうか。

（弁護士） 

事業者が講じるべき再発防止に向けた措置の内容は、違反事業

者の規模や業態、取り扱う商品又は役務の内容、行われた不当表

示等の内容・態様等により異なるものであって、責任者の社内処

分等の措置を講じることが求められるかのように例示すること

は、事業者の自主的判断を阻害するおそれがあり、適切でないと

考えます。 

第４の７ 本指針の「事後の対処に当たり、不当表示等を単に是正するだ

けでは、既に不当に誘引された一般消費者の誤認がなくなったこ

とにはならず、景品表示法違反があった事実を一般消費者に認知

させるなどの措置が求められる場合がある」とされているが、具

体的な基準を明示されたい。また、一般消費者に認知させる措置

を具体的に説明されたい。（団体） 

不当表示等があった商品又は役務を実際に供給した場合には、

一般消費者に認知させるなどの措置が求められます。 

 また、一般消費者に認知させるための具体的な措置について

は、御意見を踏まえ、本指針別添の７を次のとおり修正しまし

た。 

 

「・一般消費者に対する誤認を取り除くために必要がある場合に

は、速やかに一般消費者に対する周知（例えば、新聞、自社ウェ

ブサイト、店頭での貼り紙）及び回収を行うこと。」 
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原案該当箇所 御意見の概要 御意見に対する考え方 

別添全体 本指針別添の一部の具体的事例、例えば、社内資格制度の創設

（別添の１）、広告審査会の開催（別添の１）、社内イントラネ

ットや申請・承認システム等の利用（別添の４）、表示等の根拠

となる情報の記録・保管（別添の６）、関係行政機関や公正取引

協議会への事前問合せ（別添の８）等は、一般的な組織運営の在

り方や実務実態等に全く即しておらず、例示とはいえ不適切であ

るため、削除していただきたい。(団体） 

本指針別添記載の具体的事例は、事業者が講ずべき措置を実行

しやすくするための例示であり、具体的に行う措置は、事業者の

規模や業態、取り扱う商品又は役務の内容等に応じて個別に異な

り得ると考えています。また、具体的事例は事業者に同様の措置

の実施を義務付けるものではありません。さらに、具体的事例

は、事業者からのヒアリング等に基づくものであり、実際に実施

している事業者もあることから、不適切なものではないと考えま

す。これらを明確にするため、本指針別添の冒頭に次のとおり追

加しました。 

 

「別添に記載された具体的事例は、事業者へのヒアリング等に基づ

き参考として記載するものであり、各事業者が講じる具体的な措置

は、その規模や業態、取り扱う商品又は役務の内容等に応じ、各事

業者において個別具体的に判断されるべきものである。」 
別添全体 本指針及び別添の具体的事例は、特定の業界を念頭に置いたも

のと感じられ、他の業界には馴染まない事例も多い。一部の業界

に特化した汎用性のない事例はその旨を明記されたい。（団体） 

特定の業界を念頭に記載した具体的事例は多くありませんが、

特定の業界に特化した具体的事例については、例えば、「賞味期

限･･･が定められている場合」などのように「賞味期限」と明記す

るなど、食品業界であることを明らかにしています。 

 なお、具体的事例は、事業者が必要な措置を講じるに当たって

参考とするために示しているものであり、参考とする際には、特

定の業界に特化しているか否かでなく、自社に適用できるかとい

った観点により事業者の創意によって措置を講じることが望まれ

ます。 
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原案該当箇所 御意見の概要 御意見に対する考え方 

別添の１   「景品表示法の周知・啓発の例」については、概ね妥当な内容

と考える。（弁護士） 

御意見として承ります。 

別添の１  「景表法の考え方の周知」というよりは、事業者の代表者自ら

が、不当表示等の違法行為を絶対に行わない旨を折りに触れて真

摯に宣言することが有効と考える。また、消費者団体による研修

会に参加させることが、消費者側との感覚のずれを是正する方法

として有効と考えられる。同じ意味合いにおいて、事業者団体や

公正取引協議会等を通じて表示ガイドラインを策定している場合

には、その内容の決定や改正に当たり、消費者団体等と密な意見

交換を行って適正な表示ルールの検討を行うことが有用と考えら

れる。(弁護士） 

御意見を踏まえ、本指針別添の１を次のとおり修正しました。 

 

「・関係従業員等が景品表示法に関する都道府県、事業者団体、

消費者団体等が主催する 社外講習会等に参加 する こと。」 

別添の１ 景品表示法の周知・啓発の例では、周知・啓発の内容が「景品

表示法の考え方」とするのみで不明瞭であり、現場で対応できな

いので、周知すべき内容を明確にすべきである。（団体） 

景品表示法の周知・啓発の内容は、事業者の取り扱う商品又は

役務等に応じて事業者ごとに異なります。また、同じ事業者内で

も周知・啓発する関係従業員等の職務に応じて異なります。この

ため、本指針において、周知・啓発の内容を一律に定めること

は、関係従業員等に周知が十分に行われない事態や、事業者に過

度な負担を強いるおそれがあるため、適切でないと考えます。 

別添の１ 景品表示法の周知啓発について、本指針別添記載の具体的事例

全体を通して、通常事業者が行うコンプライアンスの活動の一環

の中で景品表示法について留意すべき事項を列挙しているのか、

景品表示法だけに特化した取組を求めているのか不明確である。

（団体） 

事業者が行うコンプライアンスの活動の一環の中で景品表示法

について周知することも、景品表示法だけに特化した取組にする

ことも景品表示法の考え方の周知・啓発の措置として認められる

と考えます。 

別添の２  「法令遵守の方針等の明確化の例」について、概ね妥当な内容と

考える。（弁護士） 

御意見として承ります。 
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原案該当箇所 御意見の概要 御意見に対する考え方 

別添の２ 「法令違反があった場合に、役員に対しても厳正に対処する方

針及び対処の内容を役員規程に定めること。」について、対処と

して解任や報酬の減額以外に想定しているものがあれば具体化す

べきである。(団体） 

違反事業者の役員に対する対処内容を具体的に示すことは、事

業者の自由を阻害するおそれがあるため、適切でないと考えま

す。 

別添の２ 法令違反があった場合に、役員に対する厳正な対処方針のみで

なく、一般従業員も処分の対象となることを具体的事例に明記す

ることが必要である。（弁護士） 

御意見を参考に、本指針別添の２に次の事例を追加しました。  

 

「・法令違反があった場合に、懲戒処分の対象となる旨を就業規

則その他の社内規則等において明記すること。」 

別添の３  「表示等に関する情報の確認の例」については、「企画・設計段

階」、「調査段階」、「製産・製造・加工段階」、「提供段階」

のいずれについても支持する。（弁護士） 

御意見として承ります。 

別添の３ 具体的事例に記載された例示の工程どおりに分割できない場合

であっても、例えば、表示審査部門、商品開発部門、販売促進部

門などの複数の関係部門において、表示等に関する情報を確認・

共有する体制を整備していれば、本指針によって、必ずしも新た

な措置を講じることが求められるものではないとの理解でよい

か。（団体） 

御理解のとおりです。 

別添の３（１）、

（４） 

過去の不当表示等事案等について情報源が記載されていないの

で当該事案等が取得できない。（団体） 

過去の不当表示等事案等については、消費者庁のウェブサイト

に掲載しています。 

http://www.caa.go.jp/representation/index.html 

別添の４ 「表示等に関する情報の共有の例」を支持する。（弁護士） 御意見として承ります。 

別添の４  「生産・製造・加工の過程が表示に影響を与える可能性があり

（食肉への脂の注入等）・・・」の例示は、極めて限定的であ

｢食肉への脂の注入等｣は、あくまで「生産・製造・加工の過程

が表示に影響を与える可能性」がある場合の典型例として示して

いるものです。 
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原案該当箇所 御意見の概要 御意見に対する考え方 

り、この事例の意図が十分に伝わらないため、不適当である。(事

業者） 

別添の４ 小売業においては「企画・設計・調達・生産・製造・加工・営

業等の各部門」が分離して存在しないこと、また、表示の関係従

業員とは現場で陳列等を行う従業員等を含むこと等から、表示等

に関する情報の共有の例も全般的に小売業の実務にはなじまな

い。（団体） 

小売業であっても、例えば、商品調達部門、チラシ製作部門、

店頭販売部門等が分離されている場合もあり、本指針別添の情報

共有の具体例が小売業になじまないものではないとは考えます。 

別添の５① 「店舗ごとに表示等を策定している場合において店長を表示等

管理担当者と定め、店長が表示等の内容を確認すること。」とあ

るが、必ずしも店長がその任務に当たっているわけではなく、規

模や業態に応じて担当部門や担当者にそれぞれ役割が任されてい

るので、一般的な組織運営や実務に照らした事例に修正願いた

い。(団体） 

御意見を踏まえ、本指針別添の５①に次の事例を追加しまし

た。 

 

「・売り場ごとに表示等を策定している場合において、売り場責

任者を表示等管理担当者と定め、その者が表示等の内容を確認す

ること。」 

別添の５② 「営業部門の長」については、表示等管理担当者とは、人選、

職制として明確に分離されていることが望ましい。（弁護士） 

事業者の規模等により、営業部門の長を表示等管理担当者とせ

ざるを得ない場合もあるため、表示等管理担当者と営業部門の長

を明確に分離することまで求めることは、事業者に過度な負担を

強いるおそれがあるため、適切でないと考えます。 

別添の５② 「社内資格制度」、「禁止される表示等の内容、表示等を行う

際の手順等を定めたマニュアル」と記載されているが、これらに

ついては作成の手順・基準を明記すべきである。（団体） 

当該記載は、あくまでも具体例を示しているものであり、個々

の事業者の実情に応じてその内容を定めるべきものと考えます。 

別添の５（注１） 本指針別添の５（注１）で、「十分でない例」が示されている

が、十分でない例を掲げることに違和感があり、内容的にも会社

法との関係で無理がある。（団体） 

御意見を踏まえ、次の例を削除しました。 

 

「（注１）表示等管理担当者を指名する場合として十分でない例 
・ 表示等管理担当者とされている者に実体のない場合（実際
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原案該当箇所 御意見の概要 御意見に対する考え方 

には表示等の管理を行っていない場合等） 
・ 表示等管理担当者とされている者の権限が十分でない場合

（当該表示等が違法であるとする判断を他の者が覆すこと

ができる場合等）」 
別添の６ 「表示等の根拠となる情報を記録し、保存しておくこと。」だ

けでは不十分であり、速やかに確認できるように、商品等の型

番、仕入れ時期、商品ロット等により、記録の整理、分別管理や

データベース管理が行われていなければならない。(弁護士） 

不当表示等の防止のためには情報を記録し保存することが重要

なのであって、情報の保存方法までを一律に定めることは適当で

ないと考えます。御指摘のような情報の保存方法も１つの手段と

考えますが、情報の保存方法については個々の事業者の実情に応

じて行うべきものと考えます。 

別添の６（注２） 「（注２）表示等の根拠となる情報についての資料の例」とし

て、「原材料調達時の伝票」や「帳簿」が挙げられているが、事

業者は「原材料調達時の伝票」や「帳簿」に、例えば、原材料の

原産地やブランド食材の正式な呼称を記録するという認識を持っ

ていないため、表示等の根拠となる情報を記録することは、事業

者に多大な負担を強いるのではないか。（団体） 

「原材料調達時の伝票」や「帳簿」を表示等の根拠とするかは

事業者の判断であり、必ず「原材料調達時の伝票」や「帳簿」に

原材料の原産地等の記載を求めるものではありませんので、事業

者に過度な負担を強いるものではないと考えます。表示等を行う

事業者は、根拠に沿った表示等を行うことが重要です。 

別添の６（注２） 本指針別添の６（注２）の「景品類の購入伝票」は、景品類の

根拠となる景品類の提供を受ける者が通常購入する際の価格と一

致しないのではないか。（団体） 

例えば、事業者が市販されている商品を小売店から購入した上

で、当該商品を景品類として提供する場合には、「景品類の購入

伝票」に記録されている価格は、景品類の提供を受ける者が通常

購入するときの価格と一致するものと考えられます。 

また、景品類と同じものが市販されていない場合は、景品類を

提供する者がそれを入手した価格、類似品の市価等を勘案して、

景品類の提供を受ける者が、それを通常購入することとしたとき

の価格を算定し、その価格を景品類の価額とすることとしていま

す（「景品類の価額の算定基準について」（昭和５３年１１月３
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原案該当箇所 御意見の概要 御意見に対する考え方 

０日事務局長通達第９号）第１項（２））。そのため、景品類と

同じものが市販されていない場合であっても、「景品類の購入伝

票」は、景品類の価額の算定に当たって勘案される「景品類を提

供する者がそれを入手した価格」の根拠となる資料として、適切

に保存することが必要です。 

別添の６（注３） 本指針の本文では「表示等の対象となる商品又は役務が一般消

費者に供給され得ると合理的に考えられる期間」と記載されてい

るのに対し、「（注３）合理的と考えられる資料の保存期間の

例」として、「即時に消費される場合又は消費期限が定められて

いる場合、３か月」としている点について根拠を説明されたい。

(団体） 

米トレーサビリティ制度を参考にして「即時に消費される場合

又は消費期限が定められている場合」における資料の保存期間の

例を「３か月」と示しました。同制度では、消費期限が付された

商品については３か月の記録の保存期間が定められています。米

トレーサビリティ制度の対象は、米穀・米飯類・米加工食品等で

すが、米穀・米飯類・米加工食品等以外の消費期限が定められて

いる食品を供給する事業者にとっても参考となるものと考えてい

ます。 

別添の６（注３） （注３）で示された保存期間の例は限定的であり、例えば賞味

期限や保証期間等が定められていない商品の場合、景品あるいは

一時的に行った広告の場合、資料をどの程度保存すれば合理的で

あると判断されるのかが不明確である。（団体） 

御指摘のような場合であっても、商品の流通期間等を参考に保

存期間を検討できると考えられます。 

別添の７（２） 本指針別添の７（２）に「速やかに一般消費者に対する周知及

び回収を行うこと。」とあるが、回収が不要な場合もあるので、

「回収」を削除されたい。（団体） 

本指針別添記載の具体的事例は、事業者が必要な措置を講じる

に当たって参考とするために示しているものですので、あらゆる

場合において具体的事例と同様の措置を講じることが求められる

ものではありません。一般消費者の誤認を取り除くために表示物

等の回収までを行わなくとも必要な措置を講じているものと認め

られる場合もあり得ると考えます。 
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別添の７（２） 「速やかに一般消費者に対する周知及び回収を行うこと。」と

されているが、周知方法を明確化されたい。（団体） 

御意見を踏まえ、本指針別添の７（２）を次のとおり修正しま

した。 

 

「・一般消費者に対する誤認を取り除くために必要がある場合に

は、速やかに一般消費者に対する周知（例えば、新聞、自社ウェ

ブサイト、店頭での張り紙）及び回収を行うこと。」 

別添の７（３） 「関係従業員等に対して必要な教育・研修等を改めて行うこ

と」のみでは不十分であり、「関係従業員等に対して、懲戒等の

厳正な社内処分を課すること」や、原因究明が困難な場合におい

ては第三者を交えた調査委員会の設営等を検討すべきである。

（弁護士） 

本指針別添記載の具体的事例については「本指針の中で挙げら

れた事例は、景品表示法第７条第１項に定められた必要な措置を

網羅するものではない。」ことを明らかにしており、不当表示等

を未然に防止するための必要な措置として適切なものであれば、

本指針別添に記載していない措置を事業者の判断で講じることは

問題ありません。なお、措置を講じるに当たっては、他法令に抵

触することがないように御注意ください。 

別添の７（３） 業界全体への恒久的な再発防止指導は誰が行うのか。（団体） 本指針は個別の事業者を対象とするものであり、業界に対して

直接再発防止等を行うことは現時点では想定していません。 

別添の７（４） 例示する「法令遵守調査室」の具体的な組織や役割をどのよう

に想定しているのか。（個人） 

法令遵守調査室とは、法律に関する相当の知識を有した者によ

る法令遵守に係る専門的な組織であり、法令違反が疑われる行為

の通報窓口、同行為に対する調査、同行為に対する措置の検討等

を行う部署を想定しています。 

別添の７（４） 「法令遵守調査室」ではなく、「社外の第三者が所管する委員

会等」の設置に修正されたい。（団体） 

御意見を踏まえ、本指針別添の７（４）を次のとおり修正しま

した。 

 

「・第三者が所掌する法令遵守調査室 や第三者委員会 を設置する

こと。」 
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原案該当箇所 御意見の概要 御意見に対する考え方 

別添の７（４） 法令遵守の下での従業員の当該行為について不利益な取扱いを

行わないことは既に組織の一般原則として理解されており、景品

表示法に限定されず、例示の必要はない。（団体） 

法令遵守の下での従業員の当該行為について不利益な取扱いを

行わないことは不当表示防止の早期発見等にも資するものですの

で、景品表示法に限るものではなくても、例示することに意味は

あると考えます。 

別添の７（４） 就業規則その他の職務規律を定めた文書では、遵法精神全体に

係る内容を大まかに記載することはできるが、多くの法律の個々

の対応を記載することは不可能である。（団体） 

御意見を踏まえ、第４の２に次のとおり追加しました。 

 

「なお、本事項は、必ずしも不当表示等を防止する目的に特化し

た法令遵守の方針等を、一般的な法令遵守の方針等とは別に明確

化することを求めるものではない。」 
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